
６東彼杵町規則第８号 

  

東彼杵町財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  

令和６年３月１９日 

  

東彼杵町長  岡田 伊一郎 
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東彼杵町財務規則の一部を改正する規則 

 

東彼杵町財務規則（昭和３９年規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正後 改正前 

（歳入の徴収又は収納の委託） （歳入の徴収又は収納の委託） 

第５０条の２ 町長は、法第２４３条の２第１項の規定に基づき公金の

徴収または収納に関する                                        

              事務を私人に委託する場合は、書面をもってその委託

契約を締結しなければならない。 

第５０条の２ 町長は、令第１５８条第１項各号の規定に基づく歳入の

徴収若しくは収納の事務又は令第１５８条の２第１項の規定に基づく

町税等の収納の事務を私人に委託する場合は、書面をもってその委託

契約を締結しなければならない。 

〔削除〕 （町税等の収納の事務を委託することができる基準） 

第５０条の３ 令第１５８条の２に規定する規則で定める基準は、次に

掲げるとおりとする。 

（１） 公金又は公共料金（日本国内において供給される電気、ガス

及び水道水その他これらに類するものに係る料金をいう。）の収納

の事務を受託した実績を有すること。 

（２） 委託する収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる十分

な事業規模を有し、かつ、その経営状況及び財政状況が良好である

こと。 

（３） 収納した町税等を遅滞なく公金取扱銀行に払い込むこと及び

その収納の状況を正確に記録すること並びに町長に対し必要な報告

をすることができる技術的基礎を有すること。 

（私人に委託した歳入金の払込期限） （私人に委託した歳入金の払込期限） 

第５０条の３ 前条  の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を

受けた者（以下「受託者」という。）は、その徴収し、又は収納した

第５０条の４ 前２条の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を

受けた者（以下「受託者」という。）は、その徴収し、又は収納した
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歳入を町長の指示する期日までに、公金取扱銀行に払い込み、かつ、

その内容を示す計算書を町長に提出しなければならない。 

歳入を町長の指示する期日までに、公金取扱銀行に払い込み、かつ、

その内容を示す計算書を町長に提出しなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（変更請書の作成） （変更請書の作成） 

第８３条の２ 契約を変更しようとするときは、前条及び第８３条の４ 

   の規定にかかわらず、変更請書を徴しなければならない。 

第８３条の２ 契約を変更しようとするときは、第８３条及び第８３条

の４の規定にかかわらず、変更請書を徴しなければならない。 

（中間前金払） （中間前金払） 

第９２条の３ 町長は、地方自治法施行規則附則第３条第２項の規定に

基づき、前条第２項の規定により前金払をした土木建築に関する工事

において、別に定めるところにより、当該前金払に追加して前払金を

支払うことができる。 

第９２条の３ 町長は、地方自治法施行規則附則第３条第３項の規定に

基づき、前条第２項の規定により前金払をした土木建築に関する工事

において、別に定めるところにより、当該前金払に追加して前払金を

支払うことができる。 

 

 附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 


